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第１章 はじめに                                 

 

１ 情報収集・分析の位置付け 

「情報収集・分析に関するガイドライン」では、感染症危機管理において必要と

なる、県内外の感染症の発生状況や対応状況、感染症サーベイランス 1等から得られ

た県内の疫学情報、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）、臨床像に関する情報等のほか、医療提供体制や人流、県民生活及び県民経済に

関する情報、社会的影響等を含む感染症流行のリスクに関する情報等、対策上の意

思決定及び実務上の判断に活用可能な情報の収集・分析及びリスク評価について取

り扱う。 

「情報収集・分析」のうち、本ガイドラインでいう「感染症サーベイランス」

は、患者の発生動向等を体系的かつ統一的な手法で、持続的かつ重層的に収集・分

析し、疾病の予防と対策に迅速に還元するものを指す。具体的な指標や手法等は、

「サーベイランスに関するガイドライン」にて取り扱う。 

 

図１ 情報収集・分析とサーベイランスの関係性（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 情報収集・分析に基づくリスク評価の在り方 

リスク評価とは、情報収集・分析を通じ、リスクの程度を評価し、その分析結果

の提供を行う体系的なプロセスを指す。 

感染症のリスク評価は、感染症が発生し公衆衛生に影響を及ぼす可能性とその影

響の程度を評価し、効果的な対策の意思決定に活用することを目的とする。 

平時からの継続的なリスク評価を通じて、備えるべき感染症リスクを早期に探知

するとともに、新型インフルエンザ等発生時には、意思決定に向けた情報の提供

や、リスクに応じた対策の優先度評価を行う。 

リスク評価に際しては、単一の指標によりリスクを評価することは困難であり、

複数の要素を考慮し、総合的な評価を行うことが重要となる。したがって、感染症
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の発生状況や臨床に関する情報のほか、医療提供体制、人流、県民生活及び県民経

済に関する情報、社会的影響を含め、感染症のリスク評価に資する包括的な収集・

分析を実施する。 

また、感染症対策の目的と内容については、感染症の発生状況、国内外のワクチ

ンや診断薬、治療薬等の開発状況、感染症対策の状況等によって感染症に対するリ

スクは流動的に変わり得るものである。状況の変化に合わせて都度収集する情報の

検討も含めて評価を更新し、対策上の意思決定及び実務上の判断につなげることが

重要である。 

 

第２章 準備期の対応                               

 

１ 目的 

  感染症危機管理において、新型インフルエンザ等による公衆衛生上のリスクの把 

握や評価、感染症予防や平時の準備、新型インフルエンザ等の発生の早期探知、発

生時の新型インフルエンザ等対策の意思決定を行う上では、情報収集・分析が重要

な基礎となる。 

県及び保健所設置市（以下「県等」という。）は平時から、定期的に行う情報収

集・分析に加えて、情報内容の整理や把握手段の確保を行う等、感染症有事に向け

た準備を行う。 

 

２ 実施体制 

県等は、国や国立健康危機管理研究機構（Japan Institute for Health Security

以下「JIHS」という。）、新潟県感染症対策連携協議会即応体制部会 （新型コロナウ

イルス感染症の対応を踏まえ、新興感染症の発生（疑い含む）直後から、専門的な

知見やネットワークを活用してより迅速かつより効果的な初期対応をリードするこ

とを目的として、新潟県感染症対策連携協議会の下に設置するもの。公衆衛生専門

家、医師会、病院協会、保健所長会等の新潟県感染症予防計画策定時のコアメンバ

ーで構成される。以下「即応体制部会」という。）等との連携を図りながら、国内外

における感染症情報の収集・分析を積極的に進める。 

県等は、感染症有事に備え、積極的疫学調査や臨床研究に資する情報の収集や効

果的なリスクコミュニケーションにつながる体制を整備・確保する。 
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図２ 新潟県感染症対策連携協議会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 新潟県感染症対策連携協議会即応体制部会について 
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３ 情報収集・分析及びリスク評価から対策上の意思決定までのプロセス 

  県等は、新型インフルエンザ等発生時における、感染拡大防止と県民生活及び県

民経済との両立を見据えた対策の実施に向けて、国、JIHS、即応体制部会等による

情報の収集・分析及びリスク評価、それらを踏まえた対策上の意思決定及び実務上

の判断を行うプロセス（手順）を定め、平時から準備・整備・実践する。 

（１）情報収集・分析・リスク評価 

  ア 県等は、平時における情報収集・分析に加えて、感染症有事に把握すべき情

報内容の整理や把握手段の確保等を行う。 

  イ 県等は、感染症発生・拡大時における住民生活及び住民経済に関する情報や

社会的影響等の収集・分析に備え、収集すべき情報の整理や収集・分析方法の

研究を行う等、平時から準備を行う。平時から収集・分析等を行う情報とし

て、以下が挙げられる。 

  （ア）国内外の感染症の発生動向  

県等は、平時から実施するサーベイランスのほか、感染症有事における感

染症の流行状況や時間の経過に応じた追加的な感染症サーベイランスの実施

や対象者・対象施設拡大等の実施方法の変更等、機動的かつ柔軟に対応す

る。 

  （イ）病原体に関する情報 

県等は、疫学情報の収集により、平時から感染症の発生動向やパターンを

把握するとともに、異常な発生の早期探知を行う。また、迅速かつ適切な分

析を通じて、感染症のリスク要因や感染拡大の可能性を評価し、感染症危機

管理上の意思決定につなげる。 

加えて、これらの疫学情報を持続的かつ重層的に収集・分析し、疾病の予

防と対策に迅速に還元する。 

  （ウ）疫学的特徴、リスク等に関する情報 

県等は、感染症の疫学的特徴やリスク要因について、包括的に情報を収集

するとともに、平時から感染拡大リスクの評価方法の検討を行う。対象とな

る情報としては、疫学情報や人流等が挙げられる。 

  （エ）臨床に関する情報 

国及び JIHS は、平時及び感染症有事に感染症の科学的知見の創出や医薬品

等の研究開発を実施するための医療機関等のネットワーク体制である「新

興・再興感染症データバンク事業ナショナルリポジトリ（REBIND）2」を発展

的に拡張し、感染症有事においても速やかに対象症例を研究に組み入れるこ

とができる「感染症臨床研究ネットワーク（iCROWN）3」を構築する。 

県等は、国及び JIHS の体制構築に協力するとともに、関係機関との情報共

有及び連携体制を構築する。 

（オ）感染症対策等の動向に関する情報 

県等は、平時より、最新の感染症対策や、積極的疫学調査の手法等を持続

的に収集・分析し、疾病の予防と対策に迅速に還元する。収集する情報とし
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ては、国際的な感染症の早期警戒・対応システムや国際連携の動向に関する

情報、感染症の予防及び対策に関する政策、水際対策、ワクチン接種プログ

ラム、健康教育キャンペーン、国や JIHS の発表などに関する情報等が挙げら

れる。 

（カ）研究開発等に関する情報 

県等は、情報収集・分析等に資する国等による研究開発状況や研究結果に

ついて把握する。 

（キ）医療のひっ迫状況や医療提供体制の状況等に関する情報 

県等は、感染症有事において、医療機関等情報支援システム（G-MIS）等を

活用し、重症者用を含む病床使用率、外来ひっ迫状況のほか、必要に応じ

て、救急搬送困難事案に係る状況等の情報収集を行い、感染症対策における

医療機関等の状況をモニタリングができる体制を平時から構築する。 

（ク）動物における感染に関する情報 

    県等は、ワンヘルス・アプローチ 4に基づき、動物由来感染の防止等の観点

から、国内外の関係機関から、動物（家畜、野生動物、愛玩動物等）におけ

る感染症の流行状況等の情報収集を行う。 

（ケ）県民生活・県民経済に関する情報 

県等は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染拡大の防止と県民

生活及び県民経済の安定との両立を見据えた柔軟かつ機動的な切替え等の意

思決定に資するよう、平時から参考とすべき指標やデータ等の内容、取得方

法や時期等を整理する。 

県等は、平時から定常的に収集・分析を行っている政府統計を活用しつ

つ、必要に応じ、追加調査等を実施し、新たな指標やデータを取得する。 

取得する指標やデータの例としては、雇用、消費、景気、生活保護、出

生・婚姻、自殺、人流の状況等が考えられる。 

 ウ 県等は、平時から国内外で発生している各種の疾病発生状況について情報を

収集しリスク評価を実施することにより、新たな感染症発生リスクの早期探知

を図るとともに、新たな感染症発生時に速やかにリスク評価を実施できるよう

にする。 

（２）対策上の意思決定 

   県等は、平時からのリスク評価の結果に基づき、新たな感染症発生リスクが探

知された場合には、必要に応じて新潟県感染症対策連携協議会等と連携し、リス

クに応じた体制整備等の必要な意思決定を行う。 

 

４ 人材育成・確保及び訓練 

（１）県等は、国や JIHS 等と連携し、新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等

を通じて、情報収集・分析及びリスク評価の実施体制の運用状況等の確認を行

う。 
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（２）県等は、感染症有事の際に必要な検査体制に速やかに移行できるよう、県保健

環境科学研究所、新潟市衛生環境研究所等の計画的な人員の確保や配置を行う。

人員の配置に当たっては、検査を実施する技術職員のみならず、技術職員をサポ

ートする補助職員、情報収集・解析を行う情報系専門人材等を含め検討する。 

（３）県等は、初動期の情報収集・分析を円滑に進めるために、国や JIHS をはじめと

した関係機関、即応体制部会等のメーリングリスト等の随時更新を行い、感染症

有事に備えた情報伝達訓練等を行う。 

 

５ DX の推進 

（１）国及び JIHS は、平時から迅速に情報収集・分析を行うため、情報入力の自動

化・省力化や情報の一元化、データベース連携等の DX を推進することとしてお

り、県等は国及び JIHS が構築した仕組みを基本としながらも、必要に応じて県等

で独自に構築した仕組みを活用し、業務負担の軽減を図る。 

（２）県等は、国内外の感染症情報の収集において、AI 等を活用したツールやサービ

スを利用し、一般に公開されている報道情報等からアクセス可能なデータを収集

することで、平時から能動的かつ網羅的に情報を収集及び集約し、分析の精度を

高めることができるよう努める。 

 

６ 情報漏えい等への対策 

  県等は、感染症有時において取り扱う情報等は機微な内容であるため、その取り

扱いには十分に留意するとともに、感染症関連データの収集、保存、処理、共有に

おいては、厳格なセキュリティ対策を講じ、情報漏えいのリスクを最小限に抑え

る。 

また、患者に関する情報の流出防止のため、関係職員に対する研修、医療機関に

対する注意喚起等を講ずる。 

 

第３章 初動期の対応                               

 

１ 目的 

県等は、感染症危機管理上の意思決定等に向け、国等による新たな感染症の特徴

や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）に関する情報の収集・分析及び

リスク評価を迅速に行う。 

 

２ 実施体制の強化 

県等は、県外及び海外における感染症情報の収集について、 国及び JIHS をはじ

めとした関係機関との連携体制を確立する。また、新型インフルエンザ等の発生

（疑い含む）直後から、専門的な知見やネットワークを活用してより迅速かつより

効果的な初期対応をリードすることを目的に、即応体制部会を開催する。 
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３ 情報収集・分析及びリスク評価から対策上の意思決定までのプロセス 

（１）情報収集・分析・リスク評価 

   国及び JIHS は、初期段階において、事例の集積を通じ、病原体の病原性や感染

経路等を分析し、リスク評価に基づき、感染症の拡大防止対策の内容の検討、症

例定義や効果的な検査の在り方等につなげることとなっており、県等はその分析

結果や県内での発生事例を基に新潟県感染症対策連携協議会等にてリスク評価を

行い、県内の医療提供体制、検査体制、保健所等の各体制について、速やかに感

染症有事の体制に移行することを判断するとともに必要な準備を行う。 

（２）感染症等の対策上の意思決定 

   県等は感染症や医療の状況等に関するリスク評価や分析結果に基づき、新潟県

感染症対策連携協議会等の意見等も踏まえ、対策上の意思決定を行う。 

 

４ 情報収集・分析から得られた情報の公表 

（１）県等は、国が公表した感染症情報の分析から得られた結果に基づく正確な情報

について、県民等へ分かりやすく提供・共有する。 

（２）県等は、情報等の公表に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に十分留

意する。 

（３）県等は、国内外から得られた情報や感染症発生動向調査等から収集・分析した

情報や対策を報道機関、ホームページ等を通じて、随時、迅速に情報提供すると

ともに、社会的に波及すると思われる重要な事象に関しては、県民がいたずらに

不安に陥らないよう、報道機関等を通じ、適切な情報を提供する。  

（４）県は、情報（感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に限る。）の公表

に関し、当該情報に関する住民の理解の増進に資するため必要があると認めると

きは、市町村に対し、必要な協力を求める。また、当該協力のために必要がある

と認めるときは、協力を求めた市町村に対し、個人情報の保護に留意の上、患者

数及び患者の居住地域等の情報を提供できる。 

 

第４章 対応期の対応                               

 

１ 目的 

感染拡大の防止を目的に、新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析及びリ

スク評価を行い、新型インフルエンザ等対策の決定等に資する情報収集・分析を行

う。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染拡大防止と県民生活及び県

民経済の安定との両立を見据えた対策の柔軟かつ機動的な切替え等の意思決定に資

するよう、リスク評価を継続的に実施する。 

特に、対応期には、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施等の判断を要す

る可能性があることから、医療提供体制や人流等の感染症のリスクに関する情報、

県民生活及び県経済に関する情報や社会的影響等については情報収集・分析を強化
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する。 

 

２ 実施体制の強化及び見直し 

（１）県等は、県内の医療機関や関連団体との情報交換の場を設け、県内の医療提供

体制、検査体制等の情報を収集する。 

（２）県等は、保健所との情報交換の場を設け、各管内の発生動向の特徴等を把握す

る。 

（３）県等は、県外及び海外における感染症情報の収集について、国及び JIHS をはじ

めとした関係機関、即応体制部会等との連携体制を強化する。 

（４）県等は感染症有事の経過、状況の変化やこれらを踏まえた対策上の意思決定及

び実務上の判断の必要性に応じ、その情報収集・分析の方法や実施体制を柔軟に

見直す。 

 

３ 情報収集・分析及びリスク評価から対策上の意思決定までのプロセス 

（１）情報収集・分析・リスク評価 

県等は、国の方針や、国が情報提供・共有を行う国内外の流行状況等に関する

情報及び積極的疫学調査等により得られた情報に加え、国及び JIHS における当該

感染症に係る感染性、疾患としての重症度の分析内容も踏まえ、医療・社会への

影響等のリスク評価を行う。 

（２）感染症等対策上の意思決定 

県等は、感染症や医療の状況等に関する情報収集・分析及びリスク評価の結果

に基づき、新潟県感染症対策連携協議会等の意見等も踏まえ、対策上の意思決定

を行う。 

また、リスク評価に基づく感染症対策の判断に当たっては、雇用や消費の状況

等、県民生活及び県民経済に関する情報や社会的影響、県内の現状（まん延状況

も踏まえた対応状況等）や意見についても考慮する。 

 

４ 情報収集・分析から得られた情報の公表 

（１）県等は、国が公表した感染症情報の分析から得られた結果に基づく正確な情報

について、住民等へ分かりやすく提供・共有する。 

（２）県等は、情報等の公表に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に十分留

意する。 

（３）県等は、国内外から得られた情報や感染症発生動向調査等から収集・分析した

情報や対策を報道機関、ホームページ等を通じて、随時、迅速に情報提供すると

ともに、社会的に波及すると思われる重要な事象に関しては、県民がいたずらに

不安に陥らないよう、報道機関等を通じ、適切な情報を提供する。  

（４）県は、情報（感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に限る。）の公

表に関し、当該情報に関する住民の理解の増進に資するため必要があると認める

ときは、市町村に対し、必要な協力を求める。また、当該協力のために必要があ
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ると認めるときは、協力を求めた市町村に対し、個人情報の保護に留意の上、患

者数及び患者の居住地域等の情報を提供できる。 

 

  表１ 各期において収集する情報の一例 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備期における情報収集
目的 区分 主な指標 情報源 収集方法

流行動態の把握 国内外の感染症の
発生動向に関する
情報

県内の感染症の発生状況や動
向

発生届や指定届出機関等から
の報告、施設からの集団発生
報告、学校の休業情報、新潟
県サーベイランス委員会、即
応体制部会等

感染症サーベイランス
システム、学校等欠席
者・感染症情報システ
ム等の活用

国内外の感染症の発生状況や
動向

新潟県サーベイランス委員
会、即応体制部会、国、
JIHS、他都道府県等

左記から情報収集

病原体の把握 国内外の病原体の
発生動向に関する
情報

県内の病原体の発生状況や動
向

新潟県サーベイランス委員
会、即応体制部会、JIHS等

感染症サーベイランス
システム等の活用

国内外の病原体の発生状況や
動向国内で確認された病原体
の性状（病原性、感染性、薬
剤感受性等）

国、JIHS 、他都道府県（地方
衛生研究所）等

左記から情報収集

国外からの病原体の持ち込み
状況

新潟県サーベイランス委員
会、即応体制部会、国、検疫
所等

左記から情報収集

病態の把握 疫学的特徴、リス
ク等に関する情報

感染症の疫学的特性（感染
力、再感染の可能性）感染症
の地理的分析や季節変動

保健所による積極的疫学調査
新潟県サーベイランス委員
会、即応体制部会、JIHS 、他
都道府県等

感染症サーベイランス
等の活用

臨床情報等の調査 臨床に関する情報 臨床情報（感染症の症候、診
断法、治療法、感染予防・管
理、重症化リスク等）

即応体制部会、JIHS、
iCROWN等

左記から情報収集

政策動向の把握 政策動向に関する
情報

国内外の政策動向に関する情
報（感染症の予防及び対策に
関する政策等）

国、他都道府県等 左記から情報収集

研究開発状況の動
向把握

研究開発に関する
情報

ワクチンや診断薬、治療薬等
の開発状況、基礎研究、治験
等の研究状況

即応体制部会、国、JIHS等 左記から情報収集

国内外のワクチンや診断薬、
治療薬等の開発状況、国内外
の基礎研究、治験等の研究状
況

即応体制部会、国、JIHS等 左記から情報収集

対応体制の整備状
況の把握

医療のひっ迫状況
や医療提供体制の
状況等に関する情
報

救急搬送困難事案に係る状況 総務省消防庁、県内消防本部
等

左記から情報収集

人獣共通感染症の
発生状況の把握

動物における感染
に関する情報

動物（家畜、野生動物、愛玩
動物等）における感染症の流
行状況等

発生届、国、JIHS等 感染症サーベイランス
システム等の活用、左
記から情報収集
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初動期・対応期における情報収集
目的 区分 主な指標 情報源 収集方法

流行動態の把握 国内外の感染症の
発生動向に関する
情報

国内外の感染症の発状況や動
向
県内の感染症の発生状況や動
向（新規陽性者数、検査件
数、検査陽性率、クラスター
発生状況、相談センター等相
談件数 等）

発生届や保健所による積極的
疫学調査、新潟県サーベイラ
ンス委員会、即応体制部会、
県内医療機関、国、JIHS、他
都道府県等

感染症サーベイランス
システム、医療機関等
情報支援システム（Gｰ
MIS）等の活用、左記
から情報収集

病原体の把握 国内外の病原体の
発生動向に関する
情報

県内の病原体の発生状況や動
向

新潟県サーベイランス委員
会、即応体制部会、JIHS等

感染症サーベイランス
システム等の活用

国内外の病原体の発生状況や
動向国内で確認された病原体
の性状（病原性、感染性、薬
剤感受性等）

国、JIHS 、他都道府県（地方
衛生研究所）等

左記から情報収集

国外からの病原体の持ち込み
状況

新潟県サーベイランス委員
会、即応体制部会、国、検疫
所等

左記から情報収集

病態の把握 疫学的特徴、リス
ク等に関する情報

感染症の疫学的特性（感染経
路、重症化率、死亡率等）

保健所による積極的疫学調査
新潟県サーベイランス委員
会、即応体制部会、JIHS 、他
都道府県等

感染症サーベイランス
等の活用

臨床情報等の調査 臨床に関する情報 臨床情報（感染症の症候、診
断法、治療法、感染予防・管
理、重症化リスク等）

即応体制部会、JIHS、
iCROWN等

左記から情報収集

政策動向の把握 政策動向に関する
情報

国内外の政策動向に関する情
報（感染症の予防及び対策に
関する政策等）

国、他都道府県等 左記から情報収集

研究開発状況の動
向把握

研究開発に関する
情報

ワクチンや診断薬、治療薬等
の開発状況、基礎研究、治験
等の研究状況

即応体制部会、国、JIHS等 左記から情報収集

国内外のワクチンや診断薬、
治療薬等の開発状況、国内外
の基礎研究、治験等の研究状
況

即応体制部会、国、JIHS等 左記から情報収集

対応体制の整備状
況の把握

医療のひっ迫状況
や医療提供体制の
状況等に関する情
報

●医療提供体制
医療措置協定に基づく体制整
備状況（病床数、発熱外来対
応医療機関数、自宅療養者等
への医療提供・後方支援数、
検査対応可能数、宿泊施設確
保居室数等）

●医療のひっ迫状況
・病床使用率
・外来ひっ迫状況（検査陽性
率） 等
・入院者数
・自宅療養者数
・宿泊療養施設居室数使用率
・救急搬送困難事案件数 等

県内医療機関、総務省消防
庁、県内消防本部等

医療機関等情報支援シ
ステム（GｰMIS）等の
活用、左記から情報収
集

人獣共通感染症の
発生状況の把握

動物における感染
に関する情報

動物（家畜、野生動物、愛玩
動物等）における感染症の流
行状況等

発生届、国、JIHS等 感染症サーベイランス
システム等の活用、左
記から情報収集
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（参考）新型インフルエンザ等感染症等の患者発生時における個別事例情報の公表の

考え方について（令和７年９月 25日付け感薬第 580 号） 
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（参考）積極的疫学調査の実施方法、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極

的疫学調査実施要領（令和３年 11月 29 日版）」 
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文末脚注                                    

 

1 感染症の発生状況を正確に把握し、分析することで、県民や医療機関に迅速に情報を提供し、感

染症の発生及びまん延を防止することを目的に 1981 年から全国で行われている調査事業。1999

年 4 月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が施行されたことに伴い、感

染症対策の一環として法的に位置づけられた。感染症発生動向調査とも呼称される。 

2 Repository of Data and Biospecimen of Infectious Disease の略 

3 Infectious Disease Clinical Research NetwOrk With National Repository の略 

REBIND を発展的に拡張したネットワークであり、特定・第１種感染症指定医療機関を中心に協力

医療機関として参加予定。 

4 人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に

向けて取り組むこと。 

 


